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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端工具を駆動するモータと、
　前記モータを収容する筒状のハウジングと、
　前記ハウジングの長軸方向の一端側に連接され、モータ作動用部品を収容する筒状カバ
ーと、を有する作業工具であって、
　前記ハウジング及び前記筒状カバーによって作業者が握るグリップ部が構成されるとと
もに、前記グリップ部の外表面には前記ハウジングから前記筒状カバーにかけて長軸方向
に延在する突条部が周方向に複数形成され、
　前記各突条部は前記ハウジング長軸方向の断面形状が略三角形の山形に形成されており
、前記ハウジング長軸方向が水平方向となる横向き状態において、前記ハウジングの長軸
中心線よりも上側の領域に位置する突条部の山形形状については、基部から頂点に至る上
面側の傾斜面距離が下面側の傾斜面距離よりも長く設定され、長軸中心線よりも下側の領
域に位置する突条部の山形形状については、基部から頂点に至る下面側の傾斜面距離が上
面側の傾斜面距離よりも長く設定されていることを特徴とする作業工具。
【請求項２】
　請求項１に記載の作業工具であって、
　前記ハウジング外表面と前記筒状カバー外表面のいずれか一方または双方にロゴマーク
が表示されるとともに、前記ロゴマークが前記外表面から突出する突状物によって構成さ
れていることを特徴とする作業工具。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手持式の作業工具に関し、詳しくはモータを収容する筒状のハウジングによ
って作業者が握るグリップ部が構成されている作業工具の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の作業工具は、例えば実用新案登録第２５４６０８９号公報（特許文献１）に記
載されている。上記公報にはモータを収容する筒状のモータハウジングを、作業者が握る
ためのグリップ部とする小型のディスクグラインダにおいて、前記グリップ部の外表面に
滑り止め用としての、凹状の溝または突起を形成し、これによりグリップ性の向上を図る
ことが記載されている。
　ところで、電源コードを介して供給される電力によりモータを駆動するコード式のディ
スクグラインダにおいては、モータハウジングの後端部に、電源コードとモータとの接続
に用いられる配線部品を収容するための筒状のリヤカバーを、モータハウジングとは別部
材として備えたものが知られている。
　しかしながら、モータハウジングをグリップ部とし、かつモータハウジング後方にリヤ
カバーを備える構成のディスクグラインダでは、グリップに関する工夫が十分とはいえず
、この点でなお改良の余地がある。
【特許文献１】実用新案登録第２５４６０８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、ハウジングをグリップ部とし、かつハウジングにカバーが連接されている構
成の手持式の作業工具において、グリップ性の向上を図る上で有効な技術を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を達成するため、本発明に係る作業工具の好ましい形態は、先端工具を駆動す
るモータと、モータを収容する筒状のハウジングと、ハウジングの長軸方向の一端側に連
接され、モータ作動用部品を収容するための筒状カバーと、を有する構成とされる。なお
、本発明における「作業工具」は、典型的には被加工材に研削作業あるいは研磨作業を行
う電動ディスクグラインダがこれに該当するが、サンダーやポリッシャのような研削、研
磨用電動工具、あるいはねじ締め作業に用いられるアングルドリル、さらには切断作業に
用いられるジグソー等の電動式の作業工具等のほか、エアモータによって先端工具を駆動
するエア駆動式作業工具を広く包含する。また、本発明における「筒状カバー」は、収容
部品の保守点検作業に対応するべくハウジングに対して着脱自在に構成され、またハウジ
ングと概ね同径の筒状に形成されるとともに、ハウジング外表面に対して段差が無い概ね
面一で連接することが好ましい。
【０００５】
　本発明の好ましい形態によれば、ハウジング及び筒状カバーによって作業者が握るグリ
ップ部が構成されるとともに、グリップ部の外表面にはハウジングから筒状カバーにかけ
て長軸方向に延在する突条部が周方向に複数形成されている。すなわち、本発明によれば
、ハウジングから筒状カバーにかけて滑り止用の突条部を設け、これにより筒状のハウジ
ングのみをグリップ部とするのではなく、ハウジングに連接される筒状バーを含めてグリ
ップ部を構成したものである。このような構成とすることで、ハウジングから筒状カバー
までの比較的広い領域にわたってグリップ部として使用することが可能となり、必要に応
じて両手で握って操作することが可能となる。特にリヤ側である筒状カバー側がハウジン
グ側と同様に滑り難くなり、グリップ性が向上する結果、グリップ部全体のグリップ性を
向上することができる。
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【０００６】
　なお、本発明における「長軸方向に延在する」とは、突条部の延在態様につき、ハウジ
ング長軸方向に直線状に延在する態様のみならず、ハウジング長軸方向に傾斜状（螺旋状
）に延在する態様を好適に包含し、また突条部が連続して延在する態様、断続する態様の
いずれも好適に包含する。また、本発明における「突条部」の相互間隔は、グリップ性の
向上を図るという観点において、グリップ部を握った際に、「グリップ部外表面から指先
が浮かない程度」から「突条部に必ず指先が掛かる程度」までの範囲内で設定することが
好ましく、具体的には３ｍｍ～８ｍｍの範囲内となるように設定される。
【０００７】
　また本発明の好ましい形態によれば、各突条部はハウジング長軸方向の断面形状が略三
角形の山形に形成されている。そしてハウジング長軸方向が水平方向となる横向き状態に
おいて、ハウジングの長軸中心線よりも上側の領域に位置する突条部の山形形状について
は、基部から頂点に至る上面側の傾斜面距離が下面側の傾斜面距離よりも長く設定され、
長軸中心線よりも下側の領域に位置する突条部の山形形状については、基部から頂点に至
る下面側の傾斜面距離が上面側の傾斜面距離よりも長く設定されている。
【０００８】
　作業工具の向きをハウジング長軸方向が水平方向となる横向きに定めた状態でグリップ
部を握る場合、手のひらをグリップ部の概ね上面側に当てつつ指先をグリップ部の下面側
に当てて握るのが一般的である。このような握り方を前提として、本発明にあっては、ハ
ウジングの長軸中心線よりも上側の領域に位置する突条部の山形形状については、グリッ
プ部外表面から山頂に至る上面側の傾斜面距離が下面側の傾斜面距離よりも長い形状とし
、一方、長軸中心線よりも下側の領域に位置する突条部の山形形状については、グリップ
部外表面から山頂に至る下面側の傾斜面距離が上面側の傾斜面距離よりも長い形状とした
ものである。このような構成としたことにより、グリップ部を握る際には、手のひら及び
指がグリップ部に当て易い（握る方向に対して突条部の引っ掛かり感がない）ものとなり
、握り易い。一方、握った状態では、突条部先端に対して手指が引っ掛かり、これにより
滑り難さが確保される。すなわち、握り始めは引っ掛からず、しっかりと握り込んだ状態
では引っ掛かることになり、その結果、握り易く、滑り難いというグリップ性の向上され
た突条部付きのグリップ部が提供される。
【０００９】
　本発明に係る作業工具の更なる形態によれば、ハウジング外表面と筒状カバー外表面の
いずれか一方または双方にロゴマークが表示されるとともに、当該ロゴマークが外表面か
ら突出する突状物によって構成されている。ここでいうロゴマークは、文字、図形、記号
、または立体形状による標章を広く包含する。本発明によれば、ブランド名やマークを図
案化したロゴマークを突状物によって構成することにより、当該ロゴマークをグリップ部
の滑り止めとして利用することが可能となり、合理的である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、筒状のハウジングをグリップ部とする手持式の作業工具において、グ
リップ性の向上を図る上で有効な技術が提供されることとなった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態につき、図面を参照しつつ、詳細に説明する。本実施の形態
は、作業工具の一例として電動ディスクグラインダを用いて説明する。図１は本実施の形
態に係る電動ディスクグラインダの全体構成を示す外観図であり、図２は図１のＡ－Ａ線
に基づく断面図、図３は図１のＢ－Ｂ線に基づく断面図である。また図４はリブ形状を示
す拡大断面図である。
【００１２】
　図１に示すように、電動ディスクグラインダ１０１は、概括的に見て、電動ディスクグ
ラインダ１０１の外郭を形成する本体部１０３と、本体部１０３の先端領域に配置される
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砥石１１９とを主体として構成される。本体部１０３は、モータハウジング１０５、モー
タハウジング１０５の一端側に連接されるギアハウジング１０７、及びモータハウジング
１０５の他端側に連接されるリヤカバー１０９を主体として構成される。モータハウジン
グ１０５は、本発明における「ハウジング」に対応し、リヤカバー１０９は、本発明にお
ける「筒状カバー」に対応し、砥石１１９は本発明における「先端工具」に対応する。な
お、説明の便宜上、本体部１０３の長軸方向につき、砥石１１９側を前、その反対側を後
という。
【００１３】
　モータハウジング１０５は、前端側に形成された略方形状の方形収容部１０５ａと、方
形収容部１０５ａの後方に形成された当該方形収容部１０５ａよりも小さい略円形状の円
筒収容部１０５ｂとを有する中空状の筒状体からなり、方形収容部１０５ａの前端が開口
され、円筒収容部１０５ｂの後端が開口されている。このように、モータハウジング１０
５は、長軸方向の両端がそれぞれ開口された構成とされる。モータハウジング１０５にお
ける円筒収容部１０５ｂの内部空間には駆動モータ１１１（図２参照）が収容されている
。駆動モータ１１１は、本発明における「モータ」に対応する。駆動モータ１１１は、そ
の回転軸線方向が電動ディスクグラインダ１０１の長軸方向、すなわち本体部１０３の長
軸方向となるように配置されている。
【００１４】
　図１に示すように、モータハウジング１０５の前端側である方形収容部１０５ａにはギ
アハウジング１０７が連接され、当該ギアハウジング１０７内には駆動モータ１１１の回
転出力を円盤状の砥石１１９に伝達するための動力伝達機構（便宜上図示を省略する）が
収容されている。なお、砥石１１９は砥石カバー１１３によって後側の概ね半周分が覆わ
れる。駆動モータ１１１の回転出力は、動力伝達機構を介して砥石１１９に周方向の回転
運動として伝達される。砥石１１９は、モータハウジング１０５の長軸方向（本体部１０
３の長軸方向）の一端側（前側）において、その回転軸線が駆動モータ１１１の回転軸線
に対して直交するように配置される。
【００１５】
　また、モータハウジング１０５の他端側である円筒収容部１０５ｂの後端部には、前端
が開口された中空状のリヤカバー１０９が連接されている。本実施の形態に係る電動ディ
スクグラインダ１０１は、電源（コンセント）に接続される電源コードを介して供給され
る電力により駆動モータ１１１を駆動するコード式であり、モータハウジング１０５の後
端側には、駆動モータ１１１に対する電力の供給に用いられる電気部品や配線部品として
の複数のブラシ、ブラシホルダ、配線等が配置されている。そして、これら電気部品や配
線部品は、本発明における「モータ作動用部品」に対応し、リヤカバー１０９によって収
容される。電気部品や配線部品は定期的にあるいは必要に応じて保守点検される。この保
守点検作業を容易にするために、リヤカバー１０９は、モータハウジング１０５に着脱自
在に構成される。なお、リヤカバー１０９の側面にはリブ１３３間にモータ冷却用の外気
を取り入れる通風窓１３７が形成されている。
【００１６】
　図１に示すように、モータハウジング１０５の円筒収容部１０５ｂの前側には、駆動モ
ータ１１１の電源スイッチを操作可能なスイッチノブ１１５が設けられている。従って、
作業者はモータハウジング１０５の円筒収容部１０５ｂを握るとともに、スイッチノブ１
１５の操作を介して駆動モータ１１１を通電駆動することにより、動力伝達機構を介して
砥石１１９を回転駆動し、被加工材の研削や研磨作業あるいは切断作業を適宜に行うこと
ができる。
【００１７】
　本実施の形態においては、モータハウジング１０５の円筒収容部１０５ｂ及びリヤカバ
ー１０９によって、作業者が片手あるいは両手で握って操作する把持部１３１が構成され
ている。把持部１３１は、本発明における「グリップ部」に対応する。把持部１３１を構
成するために、リヤカバー１０９は、モータハウジング１０５の円筒収容部１０５ｂと同
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等の略円筒形状に形成（図３参照）されるとともに、その外表面がモータハウジング１０
５の円筒収容部１０５ｂ外表面に対して段差が無い概ね面一（図１参照）に連接される。
把持部１３１は、両手を前後にして握ることが可能な長軸方向長さを有するとともに、握
った状態では、親指の指先と人差し指の指先との間に１ｃｍ前後の隙間ができるような太
さに設定されている。
【００１８】
　モータハウジング１０５の円筒収容部１０５ｂ及び円筒形状のリヤカバー１０９によっ
て構成される把持部１３１の外表面には、把持部１３１の長軸方向、すなわち本体部１０
３の長軸方向に沿って延在する滑り止用としてのリブ１３３が周方向に概ね等間隔で複数
設けられている。リブ１３３は、本発明における「突条部」に対応する。リブ１３３はモ
ータハウジング１０５の円筒収容部１０５ｂからリヤカバー１０９にかけて連続して延び
ており、本実施の形態では、把持部１３１における上面領域以外の側面及び下面の各領域
に設定されている。
【００１９】
　把持部１３１を握る場合のグリップ性は、握り易く、滑り難いことが重要な条件となる
。このような観点から、本実施の形態では把持部１３１の周方向に配置されるリブ１３３
の相互間隔につき、作業者が把持部１３１を握った際に、Ａ：把持部１３１の把持面（外
表面）から指先が浮かない程度から、Ｂ：リブ１３３に必ず指先が掛かる程度までの範囲
内で設定している。実験結果によれば、Ａが概ね３ｍｍ間隔、Ｂが概ね８ｍｍ間隔であっ
た。すなわち、本実施の形態においては、リブ１３３の相互間隔が３ｍｍ～８ｍｍの範囲
内で設定されており、これにより握り易く、かつ滑り難い把持部１３１が構成される。ま
たリブ１３３の高さについては、少なくとも０．１ｍｍを超えるように設定される。
　また、本実施の形態では作業者が把持部１３１を握った際に手のひらの大部分が触る上
面領域には、リブ１３３を有しない構成としている。すなわち、把持部１３１の上面領域
は、凹凸の無い円弧状外表面によって構成されている。これにより、手のひらに対する当
たりの優しさが確保されている。
【００２０】
　また、把持部１３１の外表面に形成される各リブ１３３は、図２～図４に示すように、
ハウジング長軸方向の断面形状が略三角形の山形に形成されている。そして、ハウジング
長軸方向が水平方向となる電動ディスクグラインダ１０１の横向き状態において、特に図
４に明瞭に示されるように、本体部１０３の長軸中心線を基準とし、当該長軸中心線より
も上側の領域に位置するリブ１３３の山形形状は、頂点（山頂）の内角二等分線が概ね斜
め下方を向くような鋸の歯形状に形成され、一方、長軸中心線よりも下側に位置するリブ
１３３の山形形状は、頂点の内角二等分線が概ね斜め上方を向くような鋸の歯形状に形成
されている。すなわち、上側のリブ１３３については、把持部１３１の外表面１３１ａと
の分岐点に相当する基部１３３ａから頂点１３３ｂに至る上面側の傾斜面１３３ｃの距離
が下面側の傾斜面１３３ｄの距離よりも長く設定され、下側のリブ１３３については、基
部１３３ａから頂点１３３ｂに至る下面側の傾斜面１３３ｄの距離が上面側の傾斜面１３
３ｃの距離よりも長く設定されている。
【００２１】
　また、本実施の形態においては、図１に示すようにモータハウジング１０５の円筒収容
部１０５ｂの側面領域に、文字または記号にて表示されるロゴマーク１３５が設けられて
おり、当該ロゴマーク１３５は、円筒収容部１０５ｂの側面から突き出た突状物によって
構成（表示）されている。すなわち、ロゴマーク１３５は、作業者が、例えば右手で把持
部１３１を把持した際に、親指の指先が触るような位置に設けられ、親指の滑り止めとし
て機能する。
【００２２】
　本実施の形態に係る電動ディスクグラインダ１０１は、上述のように構成したものであ
り、スイッチノブ１１５を操作して駆動モータ１１１を通電駆動すると、砥石１１９が回
転運動を行う。砥石１１９を被加工材に押し当てることにより、当該被加工材に対して研
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削、研磨等の所定の加工作業を行うことができる。
【００２３】
　上記の加工作業時において、本実施の形態に係る電動ディスクグラインダ１０１は、モ
ータハウジング１０５の円筒収容部１０５ｂ及びリヤカバー１０９によって構成される把
持部１３１を片手あるいは両手で握り操作される。本実施の形態では、モータハウジング
１０５の円筒収容部１０５ｂからリヤカバー１０９にかけて滑り止用のリブ１３３を設け
ることにより、モータハウジング１０５のみならず、当該モータハウジング１０５に連接
されるリヤバー１０９を含めて把持部１３１を構成している。このため、特にリヤカバー
１０９がモータハウジング２０５側と同様に滑り難くなり、グリップ性が向上する。その
結果、把持部１３１全体のグリップ性を向上することができる。
【００２４】
　また、把持部１３１は両手で握ることが可能な長さを有する。このため、両手で把持部
１３１を握る際、両手共に同程度のグリップ性が確保され、安定した握りが可能となる。
また、片手で握る場合にあっては、把持部１３１の長軸方向の握り位置を適宜に変更でき
、使い易いものとなる。また、リブ１３３は把持部１３１の長軸方向に延在され、周方向
に所定間隔で複数配置されている。このため、特に周方向に関するグリップ性を向上する
上で有効となる。
【００２５】
　ところで、作業者が把持部１３１を握る場合、手のひらを把持部１３１の概ね上面側に
当てつつ指先を把持部１３１の下面側に当てて握るのが一般的である。従って、手のひら
及び指の付根側は把持部１３１に対して上方から被さるような形で把持部１３１の外表面
に当たり、指先側は把持部１３１を下側から抱えるような形で把持部１３１の外表面に当
ることになる。本実施の形態においては、長軸中心線を挟んで上側のリブ１３３について
は、山形の頂点１３３ｂ（山頂）の内角二等分線が概ね斜め下方を向くような略鋸歯状の
山形形状とし、下側のリブ１３３については、頂点１３３ｂの内角二等分線が概ね斜め上
方を向くような略鋸歯状の山形形状としている。すなわち、リブ１３３の突出方向が、把
持部１３１を握るべく手のひら及び手指を当てる方向に沿っており、一方、把持部１３１
を握り込むときには手のひら及び手指が引っ掛かる方向とされている。これにより抵抗感
少なく握ることができ、握った状態では滑り難いものとなる。
【００２６】
　また本実施の形態では、ロゴマーク１３５を突状物により形成し、把持部１３１の滑り
止めとして機能する構成としたものであり、これによりロゴマーク１３５が２つの機能を
備えることになり合理的である。
【００２７】
　なお、本実施の形態では、把持部１３１のリブ１３３が、本体部１０３の長軸方向に連
続して設けられるとしたが、断続する形態であっても構わない。また把持部１３１の周方
向に等間隔でリブ１３３を設けるとしたが、等間隔に限定されるものではない。またリブ
１３３を長軸方向に沿って直線状に設けたが、長軸線に対して傾斜状（螺旋状）に設けて
も構わない。またリブ１３３の断面形状につき、略三角形の山形としたが、略半円弧形、
あるいは四角形に形成してもよい。
【００２８】
　なお、本実施の形態では、作業工具の一例として、電動ディスクグラインダの場合で説
明したが、電動ディスクグラインダに限らず、モータハウジングをグリップとし、当該モ
ータハウジングの後側に、駆動モータに電力を供給する部品を収容するカバー部材を備え
る構成の作業工具であれば、適用可能である。また電動式に限らず、エアモータによって
先端工具を駆動するエア式の作業工具に適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施形態に係る電動ディスクグラインダの全体構成を示す外観図である
。



(7) JP 5068155 B2 2012.11.7

10

20

【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ線断面図である。
【図４】リブ形状を示す拡大断面図である。
【符号の説明】
【００３０】
１０１　電動ディスクグラインダ（作業工具）
１０３　本体部
１０５　モータハウジング（ハウジング）
１０５ａ　方形収容部
１０５ｂ　円筒収容部
１０７　ギアハウジング
１０９　リヤカバー（筒状カバー）
１１１　駆動モータ（モータ）
１１３　砥石カバー
１１５　スイッチノブ
１１９　砥石（先端工具）
１３１　把持部（グリップ部）
１３１ａ　外表面
１３３　リブ（突条部）
１３３ａ　基部
１３３ｂ　頂点
１３３ｃ　上面側傾斜面
１３３ｄ　下面側傾斜面
１３５　ロゴマーク
１３７　通風窓
【図１】 【図２】

【図３】
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